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４）新人看護職員が尐ない施設や小規模病院等における外部組織の活用 

施設の規模や特性、新人看護職員数によって、新人看護職員研修、実地指導者研修、教

育担当者研修は、各医療施設単独で完結した研修ができないことがあるため、他医療機関

や研修・教育機関などの外部組織を活用して研修を行うことが実情に即していると考えら

れる。 

 

①  他医療機関の活用 

小規模や単科病院などにおいては、新人看護職員としての到達目標に記載されてい

る項目のすべてを体験することが難しいと想定される。できる限り体験できるよう、

近隣の施設で行っている研修に参加するなどの工夫をする。このような施設間におい

て、研修ができるようにするためには、総合的な研修を実施している施設の院内研修

を公開することが求められる。また、地域単位でこのような連携が図れるよう都道府

県が調整を行うことも求められる。 

また、実地指導者、教育担当者研修は、1 施設では受講者が尐数であることが想定

されることから、一定規模の病院が共同で開催するなど施設間の連携がより必要とな

る。 

 

②  研修・教育機関の活用 

新人看護職員数が尐ない施設においては、新人看護職員研修のうち、集合研修が可

能な研修内容について専門職能団体等が行う研修を自施設の新人看護職員研修に組み

込んで行うことも考えられる。例えば、医療安全、感染管理、救急蘇生などの研修に

ついて、他の機関の研修を活用することが有効である。 
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Ⅱ．新人看護職員研修 

 １．研修内容と到達目標 

1）臨床実践能力の構造 

看護は必要な知識、技術、態度を統合した実践能力を発揮して、複数の患者を受

け持ちながら、優先度を考慮し行うことが求められる。そのため、臨床実践能力の

構造として、Ⅰ基本姿勢と態度 Ⅱ技術的側面 Ⅲ管理的側面を提示した（図 2）。

これらの要素はそれぞれ独立したものではなく、患者への看護を通して臨床実践の

場で統合されるべきものである。また、看護基礎教育で学んだことを土台にし、新

人看護職員研修で臨床実践能力を積み上げていくものである。 

 

図 2 臨床実践能力の構造 

 

2）到達目標 

①到達目標の項目によっては、施設あるいは所属部署で経験する機会が尐ないものも

あるため、優先度の高いものから修得する。状況によっては到達期間を卒後 1年以

降に設定しなければならないこともあり得る。その場合には到達目標達成のために､

技術項目が経験出来る他部署（他施設）での研修を取り入れる等の対応を検討する。 

                    

② 到達目標は、「看護職員として必要な基本姿勢と態度」が 16項目（表 2）、「技術的

側面」69項目（表 3）、「管理的側面」18 項目（表 4）であり、新人看護職員が 1年

以内に経験し修得を目指す項目を示している。ここでは、1年以内に経験すべき項

目を☆で、それぞれの到達の目安を 4段階で示した。ただし、1 年の間のいつの時

点でどこまでを到達すべきなのか、あるいは 1年以内に経験すべき項目として示し

ていない項目をいつまでに経験することを目標とするのかは個人あるいは施設が

決めていくものとしている。また、ここで到達の目安として示している「できる」

とは、指導がなくても新人看護職員が自立して看護を実施できることを意味してい

る。 

 

 

 

 

 

 


